
 
令和3年度 経営戦略 部の目標（ビジョン・組織運営方針）

ビジョン（目指す姿）

未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまちの実現に向けて、新しい基本計画における重点プロジェクト「子育て先進区の実現」を推進するとともに、目指すまちの姿を
実現するための子ども・子育て支援、教育活動の取組を実施する。

令和３年度の組織運営方針

○「子育て先進区」を実現するため、子ども・子育て家庭に対するセーフティネットの強化、子育て・子育ち環境の整備、地域全体で子育てを応援するための体制の整備に
向けて、部・事務局全体で効果的・効率的に取組を推進する。
○「中野区教育大綱」、「中野区教育ビジョン（第3次）」に基づき、子どもたち一人ひとりの可能性を伸ばし、未来を切り拓く力を育む教育をさらに推進する。

部の経営戦略

課の名称 ミッション（使命・役割） 重点取組み事項

子ども・教育政策課

　「子育て先進区」に向けた政
策を進めます

→「子育て先進区」の実現に向
けた取組を推進するため、政策
のマネジメントを行う

 ○ 子どもの権利擁護を推進するため、子どもの権利擁護に係る条例の制定に向けた検討を進める。
 〇 「子どもの貧困対策に係る考え方」に基づき、子どもの学びの支援や生活の支援などの取組を拡充する。
 〇 すべての人を対象とした地域包括ケア体制の実現を目指し、子どもと子育て家庭の相談支援体制等の充実に向けた検討を進める。
 〇 子どもと子育て家庭にとって魅力的な環境を整備することを目指し、子育て関連店舗の充実などの取組を進める。
 〇 地域全体で子育てを応援するための体制の整備に向け、子育て関連団体のネットワーク構築等の支援を進める。
 〇 地域学校協働活動の制度導入に向けて、関係団体等の意見交換を行い、導入の手順等を検討する。
 〇 地域開放型学校図書館・中野東図書館の開設やブックスタート事業等を通じて、子どもの読書環境の充実に向けた取り組みを進めるととも
　 に第4次子ども読書活動推進計画を改訂し、積極的に子供の読書活動の推進に取り組んでいく。
 ○ 教育委員会を円滑に運営するとともに、webを活用した会議について検討を進める。

保育園・幼稚園課

　すべての子育て・子育ちに優
しく

→　多様化する保育ニーズに対
応し、質の高い教育・保育サー
ビスを提供する

（区立・私立保育園共通）
 〇 保育ソーシャルワーク事業を新規に実施し、保育現場で複雑化する子どもの発達と保護者の養育に係る個別ケースについて、保育ソーシャル
　ワーカーが専門的な見地から助言を行い、保育所運営を支援する。
 〇 保育の質ガイドラインの着実な普及とより有益な改訂版の作成に向けて、各種研修での効果的な活用と関係者意見の募集を行う。
 〇 保育園の利用調整の迅速化と保護者への決定通知の早期化を図るため、保育入園事務のＩＣＴ化の的確な構築を進める。
 〇 児童相談所の開設に向けて、保育所等の認可・指導検査体制を構築する。
（区立保育園）
 〇 区立保育園の最適な施設配置の考え方を検討する。
 〇 教育の情報化推進計画に基づき、区立保育園における在園児の登降園状況や保護者との連絡帳の管理をＩＣＴ化するための準備を進める。
（私立保育園）
 〇 待機児童の解消に向けて、地域の保育需要に応じた民間保育所の新規誘致を進める。
 〇 私立保育園における医療的ケア事業の実施を検討する。
（区立幼稚園）
 〇 今後の区立幼稚園のあり方について、基本計画や区有施設整備計画を踏まえ、保護者等の意見を聴取し、先行自治体の運営状況を確認するな
　ど、運営形態の検討を進める。

指導室

　すべての子どものために、
学校、先生を全力で支えます

→　教員研修等により教員の資
質向上を図るとともに、園・校
に対する積極的な支援を通し
て、教育課題の解決や質の高い
教育活動を推進する

 ○ １５年間の学びの連続性に着目し、各中学校区の課題解決を目指して、保幼小中連携教育を推進する。
 ○ 児童・生徒の力を最大限に引き出すために、ICT機器を用いた学習と従来の学習を組み合わせ、児童・生徒一人ひとりの学習状況に応じた指導
  の充実を図る。
 ○ 児童・生徒一人ひとりが英語によるコミュニケーション能力を身に付けられるよう英語教育の充実を図る。
 ○ いじめなどの問題解決に向けた取組や不登校・外国籍の児童・生徒への支援の充実させるとともに、子ども・若者支援センターと連携した相談
  支援体制を構築し、生活指導・相談体制の充実を図る。

子ども教育
部・教育委
員会事務局



学校教育課

　安心・安全で充実した教育環
境を確かなものに

→　すべての児童・生徒及び保
護者の信頼の下、安心して学べ
る学校運営について、教育職員
の働き方改革推進を踏まえ実践
していく

 ○ 私費会計に関する適正化を図るため、事務処理に係る助言、指導及び事務の共同化等について検討を進める。
 ○ 中野区教育の情報化推進計画に則って、区立学校におけるＩＣＴ環境の整備を推進する。
 ○ 子どもが安心して充実した義務教育が受けられるように、就学奨励事務を適切に行う。
 ○ 衛生的で安全な学校給食を提供するために、巡回指導など支援を進める。
 ○ 児童・生徒が充実した移動教室を体験できるように、実施方法の改善を進める。

子ども教育施設課

　守る、造る、令和時代の教育
環境

→　良好な教育環境を整備する
ため、学校施設の改修・改築を
着実に進め、学校施設・設備等
の維持・向上を図る

 ○ 少人数指導やＩＣＴの活用など、これからの多様な教育活動への対応とともに、地域連携やユニバーサルデザインの視点に立った学校施設の改
  築を進める。
 ○ 既存校舎においても、教育環境の充実に向け、必要となる改修を適切に進める。
 ○ 中野区基本計画、中野区区有施設整備計画との整合性を図りながら、中野区立小中学校施設整備計画の改定を行う。

子育て支援課

　子育て家庭を応援します

→　多様なライフスタイルや
ニーズに応じた子育てサービス
の充実を図る

 ○ 多様なニーズに応じた子育てサービスを提供するため、子育てサービスの利用手続きの簡便化や必要時にサービスが利用できる体制整備の検討
　を進める。
 ○ 子育て家庭が必要とする、子育てに関する情報をＳＮＳ等様々な媒体の特性を活かして提供する。
 ○ ひとり親家庭の自立に向けた相談の充実や関係機関と連携した支援を強化する。
 ○ 地域の相互援助活動を推進するため、ファミリー・サポート・センター事業における人材育成やコーディネート機能の充実に向けた検討を進め
　る。

育成活動推進課

　子どもたちの居場所と、若者
の未来を支援します

→　子どもたちの遊び、学び、
体験の機会や場を充実させると
ともに、若者が、自立・活躍で
きる社会の実現に向けた取り組
みを推進する

 ○ 子どもたちが、遊び、学び、体験ができる機会や場を充実するため、放課後等の子どもの居場所づくり等を推進する。
 ○ 地域の子育て支援活動を活性化するため、児童館における区民・子育て関連団体等の子育て支援活動の拠点としての機能を強化する。
 ○ 若者の自己表現や、将来に向けた体験等ができる機会や場の充実を図り、若者を取り巻く課題を踏まえ、若者に対する総合的な取組を推進す
  る。

児童福祉課

　つなげよう子どもを守るみん
なの手　～ふせごう児童虐待～

→　児童虐待の未然防止、早期
発見・早期対応、育児不安の早
期解消に向け､関係機関や地域と
の連携を図りながら、虐待への
地域全体の対応力を強化し、一
貫した相談支援体制を構築して
いく

 〇 児童虐待の未然防止や早期発見・早期対応を図るため、要保護児童対策地域協議会の連携を推進し､関係機関が協力して要保護児童等に対する
　迅速で適切な対応を行うとともに、支援状況を相互に情報共有する。
 〇 子ども・若者支援センターに設置する児童相談所機能の準備を進め、広く区民に役割の理解を図ると共に、東京都児童相談所からの引継ぎを着
　実に行い、専門性の高い相談支援体制を整備していく。
 〇 児童相談所一時保護所については、できるだけ家庭的な環境の中で子どもの権利が尊重され安心して生活できる体制とすると共に、一人ひとり
　の子どもの状況に応じた適切な支援ができるよう準備を進めていく。
 〇 子ども・若者支援センターの開設を契機として、社会との関わりに課題を抱える若者が段階的に自立につながるよう、若者本人や家族からの相
　談に応じ､関係機関と連携した支援を行う。

子ども特別支援課

　配慮を必要とする子どもと家
庭への一貫した支援を実現

→　特別な配慮を必要とする子
どもへの教育の充実とその家庭
への一貫した相談体制を実現す
る

「第2期中野区障害児福祉計画」の実現に向けた取組み
 ○ すこやか福祉センター及び区立療育センターにおける児童発達支援センター機能を整備し、保育所等訪問支援を推進する。
 ○ すこやか福祉センターを中心とした区立小中学校との有機的な連携体制整備の推進を行い、重層的な地域支援体制を目指す。
 ○ 就園、就学等のライフステージに応じた一貫した支援を提供するため、就学相談の仕組みの理解促進をさらに進める。　
 ○ 小・中学校が作成する「学校生活支援シート」を基本とした個々の特性や課題に応じた教育の充実に向けた支援を進める。
 ○ 小・中学校全校に設置された「特別支援教室」の適正活用について、保護者等への理解を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


